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道教委『公立高等学校配置計画案』等の一方的な決定 

を許さず、その撤回・再考を求め、地域や子どもの実 

態に応じた高校づくりを実現する意見書 

 

 道教委は、６月１日、２０１１年度「公立高等学校配置計画案」

を公表し、２０１１年度から２０１３年度までの「配置計画案」と

２０１４年から２０１７年までの「見通し」を明らかにしました。 

 道教委が進める「高校配置計画」は、財政論のみに依拠した「新

たな高校教育に関する指針」に基づき策定されたものであり、子ど

も・保護者・地域住民・教育関係者が願う、地域に根ざした豊かな

高校教育や地域社会になるとは考えられません。また、受験競争を

激化させ、学校の序列化や「格差」を一層拡大させることから「指

針」及び「計画案」について、議会として一貫して撤回・再考を求

めてきました。 

 しかし、「計画案」では、空知南学区において、①２０１１年度

に栗山高等学校の募集学級数を４学級から３学級にする、②２０１

３年度に岩見沢東高等学校の募集学級数を６学級から５学級にする、

③２０１１年度に美唄高等学校の募集学級数を５学級から０学級、

また、美唄工業高校の募集学級数を２学級から０学級とし、その上

で新設校の募集学級数を５学級とすることなど、全道的にも様々な

再編統廃合がなされようとしています。 

 「特別支援教育学校」の「計画案」は、しょうがい児学級在籍者

数の急増にともない、道央圏に高等養護学校を新設するなど、知的

しょうがい児学校では、７５名も定数増としました。文科省「特別

支援教育」による分離・別学と募集停止や高校再編等、「高校配置

計画案」によって、しょうがいのある子の進路が一層狭められ、地

元を離れて高等養護学校に行かざるを得ない状況に追い込まれてい

ます。 

 これらは「指針」の具体化を図るものであり、道教委が文科省の

進める差別・選別の高校入試選抜制度や財政論に依拠して、「石狩



学区の１学区化」など「学区の拡大」や「高校の複線化」を推進し、

「学校裁量問題」によって「適格者主義」を助長するなど、受験競

争を激化させるとともに、「学校間の格差拡大」や「序列化」を一

層加速させるものです。 

 このような再編統廃合によって、子どもたちは遠距離通学等を余

儀なくされ、精神的・身体的負担が増大するばかりか、保護者の経

済力がなければ、通学を断念せざるを得ない状況です。「指針」に

基づく「配置計画」が進めば、高校進学率が９８％を超える状況に

ありながら、教育の機会均等は崩壊し、子どもの教育を受ける権利

を奪うことになります。教育の本質は、個人の尊厳を基盤とした

「人格の完成」にあります。子どもたち一人ひとりを大切にして、

潜在的な能力を最大限に顕在化させる「豊かな高校教育」の実現を

めざし、中学卒業者数の減少期だからこそ地域に高校を存続させ、

ゆきとどいた教育を行うことが必要です。そのために、憲法・「４

７教育基本法」・「子どもの権利条約」に基づき、希望する全ての

子どもに豊かな後期中等教育を権利として保障する「高校教育制

度」を創り出し、未来に夢や希望が持てる進路保障を確保すること

が重要です。以上のことから、次の事項について要望します。 

記 

１ 道教委の「公立高等学校配置計画案」は、財政難を口実に、地

方の小規模校を切り捨て、機械的に高校の再編統廃合を行うもの

です。地元の高校を存続させてほしいという子ども、保護者、道

民の切実な願いを無視し、機会均等や子どもの学習権を奪うなど、

地域の高校教育を崩壊させることから、直ちに「公立高等学校配

置計画案」を撤回・再考すること。 

  また、「石狩学区の１学区化」など学区拡大や「学校裁量問

題」の実施は、子どもの不安を煽り、受験競争を激化させ、高校

の序列化を招くとともに、遠距離通学や保護者の経済的負担増、

小規模校の統廃合を加速させるなど、多くの弊害が生じることか

ら、撤回・再考を検討すること。 



２ 道民の広範な意見を聞き、子どもたちを受験戦争から解放し、

「序列化」「高校間格差」「地域間格差」を解消すること。また、

しょうがいのある・なしにかかわらず、希望する全ての子どもが

地元の高校へ通うことのできる後期中等教育を保障するため、

「地域合同総合高校」の設置など、豊かな高校教育を実現するた

めの検討を進めること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 

平成２２年９月１７日 

 

 

長沼町議会議長  駒 谷 広 栄 
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